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○ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表       （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現  行 

 （ 定 義 ） 

第 一 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 電 気 通 信 事 業 法 及 び 電 気

通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） に お い て 使

用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

２ こ の 省 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

十 一 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 利 用 者

の 電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系

伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が ブ ラ ウ ザ を 搭 載 し た 携 帯 電 話 又 は Ｐ Ｈ Ｓ

端 末 と 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） 及 び 当 該 ブ ラ ウ ザ を 用 い て イ ン

タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 を 可 能 と す る 電 気 通 信 役 務 を い う 。 

 十 二 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス サ ー ビ ス 利 用 者 の

電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 携 帯 電 話 又 は Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 と 接 続 さ れ る も の

に 限 る 。 ） を 用 い て イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を

媒 介 す る 電 気 通 信 役 務 で あ つ て 、 そ の 伝 送 方 式 に パ ケ ッ ト 伝 送 方

式 を 用 い る も の を い う 。 

 十 三 三 ・ 九 世 代 携 帯 電 話 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 第 十 一 号

に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 で あ つ て 、 三 ・ 九 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム （ 無 線

設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の

六 の 九 で 定 め る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い

て 提 供 さ れ る も の を い う 。 

 十 四 三 ・ 九 世 代 携 帯 電 話 パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス サ ー ビ ス 第 十 二 号 に

 （ 定 義 ） 

第 一 条 こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 電 気 通 信 事 業 法 及 び 電 気

通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） に お い て 使

用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

２ こ の 省 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

一 ～ 十 （ 略 ） 

十 一 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス 利 用 者

の 電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系

伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が ブ ラ ウ ザ を 搭 載 し た 携 帯 電 話 又 は Ｐ Ｈ Ｓ

端 末 と 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） 及 び 当 該 ブ ラ ウ ザ を 用 い て イ ン

タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 を 可 能 と す る 電 気 通 信 役 務 を い う 。 

 十 二 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス サ ー ビ ス 利 用 者 の

電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 携 帯 電 話 又 は Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 と 接 続 さ れ る も の

に 限 る 。 ） を 用 い て イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を

媒 介 す る 電 気 通 信 役 務 で あ つ て 、 そ の 伝 送 方 式 に パ ケ ッ ト 伝 送 方

式 を 用 い る も の を い う 。 
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掲 げ る 電 気 通 信 役 務 で あ つ て 、 三 ・ 九 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム を 用 い て

提 供 さ れ る も の を い う 。 

 十 五 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ

る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 移

動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） を 用 い て イ ン タ ー ネ ッ ト

へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を 媒 介 す る 電 気 通 信 役 務 （ 主 と し て イ

ン タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を 媒 介 す る も の を 含

む 。 ） で あ つ て 、 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 八 又 は 第 四 十 九

条 の 二 十 九 で 定 め る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る

も の を い う 。 

十 六 ～ 二 十 （ 略 ） 

 

 

 

 十 三 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ

る 一 端 が 無 線 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 移

動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） を 用 い て イ ン タ ー ネ ッ ト

へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を 媒 介 す る 電 気 通 信 役 務 （ 主 と し て イ

ン タ ー ネ ッ ト へ の 接 続 点 ま で の 間 の 通 信 を 媒 介 す る も の を 含

む 。 ） で あ つ て 、 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規

則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 八 又 は 第 四 十 九 条 の 二 十 九 で 定 め

る 条 件 に 適 合 す る 無 線 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る も の を い う 。 

十 四 ～ 十 八 （ 略 ） 

 

（ 電 気 通 信 役 務 契 約 等 状 況 報 告 等 ） 

第 二 条 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 毎 四 半 期 経 過 後 一

月 以 内 （ 様 式 第 一 第 二 表 、 様 式 第 二 及 び 様 式 第 四 に よ る も の に つ い

て は 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 ） に 、 同 表 の 報 告 対 象 役 務 の 欄 に

掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当 該 四 半 期 末 （ 様 式 第 一 第 二 表 、 様 式

第 二 及 び 様 式 第 四 に よ る も の に つ い て は 、 当 該 報 告 年 度 末 ） の 契 約

等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 又 は 別 に 定 め る 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に

準 ず る も の （ 以 下 「 書 面 等 」 と い う 。 ） に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

加 入 電 話 （ 略 ） 様 式 第 一 及

び 様 式 第 四 

総 合 デ ジ タ ル 通 信 サ （ 略 ） 様 式 第 一 

（ 電 気 通 信 役 務 契 約 等 状 況 報 告 等 ） 

第 二 条 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 毎 四 半 期 経 過 後 一

月 以 内 （ 様 式 第 一 第 二 表 、 様 式 第 二 及 び 様 式 第 四 に よ る も の に つ い

て は 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 ） に 、 同 表 の 報 告 対 象 役 務 の 欄 に

掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当 該 四 半 期 末 （ 様 式 第 一 第 二 表 、 様 式

第 二 及 び 様 式 第 四 に よ る も の に つ い て は 、 当 該 報 告 年 度 末 ） の 契 約

等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 又 は 別 に 定 め る 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に

準 ず る も の （ 以 下 「 書 面 等 」 と い う 。 ） に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

加 入 電 話 （ 略 ） 様 式 第 一 及

び 様 式 第 四 

総 合 デ ジ タ ル 通 信 サ （ 略 ） 様 式 第 一 



 三 
 

ー ビ ス 

公 衆 電 話 （ 略 ） 様 式 第 二 
携 帯 電 話 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 し て

携 帯 電 話 を 提 供 す る 電 気 通 信

事 業 者 

様 式 第 三 及

び 様 式 第 四 

Ｐ Ｈ Ｓ 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 し て

Ｐ Ｈ Ｓ を 提 供 す る 電 気 通 信 事

業 者 

 

Ｉ Ｐ 電 話 （ 当 該 Ｉ Ｐ

電 話 の 提 供 の た め に

電 気 通 信 番 号 規 則

（ 平 成 九 年 郵 政 省 令

第 八 十 二 号 ） 第 九 条

第 一 項 第 一 号 又 は 第

十 条 第 一 項 第 二 号 に

規 定 す る 電 気 通 信 番

号 を 使 用 す る も の に

限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 五 

Ｆ Ｍ Ｃ サ ー ビ ス （ 略 ） 様 式 第 六 

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続

サ ー ビ ス （ 携 帯 電

話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン

タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー

ビ ス で あ る も の を 除

く 。 ） 

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス

を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 で

あ つ て 、 四 半 期 末 に お け る イ

ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス

（ 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン

タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス で あ

る も の を 除 く 。 ） の 契 約 数 等

様 式 第 七 

ー ビ ス 

公 衆 電 話 （ 略 ） 様 式 第 二 

携 帯 電 話 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 し て

携 帯 電 話 を 提 供 す る 電 気 通 信

事 業 者 

様 式 第 三 及

び 様 式 第 四 

Ｐ Ｈ Ｓ 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 し て

Ｐ Ｈ Ｓ を 提 供 す る 電 気 通 信 事

業 者 

 

Ｉ Ｐ 電 話 （ 当 該 Ｉ Ｐ

電 話 の 提 供 の た め に

電 気 通 信 番 号 規 則

（ 平 成 九 年 郵 政 省 令

第 八 十 二 号 ） 第 九 条

第 一 項 第 一 号 又 は 第

十 条 第 一 項 第 二 号 に

規 定 す る 電 気 通 信 番

号 を 使 用 す る も の に

限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 五 

Ｆ Ｍ Ｃ サ ー ビ ス （ 略 ） 様 式 第 六 

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続

サ ー ビ ス （ 携 帯 電

話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン

タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー

ビ ス で あ る も の を 除

く 。 ） 

イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス

を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 で

あ つ て 、 四 半 期 末 に お け る イ

ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス

（ 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン

タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス で あ

る も の を 除 く 。 ） の 契 約 数 等

様 式 第 七 



 四 
 

（ イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ

ス の 契 約 を 締 結 し た 者 の 数 及

び 当 該 契 約 に 付 随 し て イ ン タ

ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス の 提 供

を 受 け る 者 の 数 の 合 計 数 を い

う 。 ） が 五 万 以 上 で あ る も の 

Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ

ー ビ ス 
（ 略 ） 様 式 第 八 

Ｄ Ｓ Ｌ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 九 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ ア ク セ ス サ

ー ビ ス 

（ 略 ）  

Ｆ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 

携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端

末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接

続 サ ー ビ ス （ 三 ・ 九

世 代 携 帯 電 話 端 末 イ

ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ

ー ビ ス で あ る も の を

除 く 。 ） 

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接

続 サ ー ビ ス （ 三 ・ 九 世 代 携 帯

電 話 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続

サ ー ビ ス で あ る も の を 除

く 。 ） を 提 供 す る 電 気 通 信 事

業 者 

様 式 第 十 一 

携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ パ

ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス

サ ー ビ ス （ 三 ・ 九 世

代 携 帯 電 話 パ ケ ッ ト

通 信 ア ク セ ス サ ー ビ

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・

Ｐ Ｈ Ｓ パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス

サ ー ビ ス （ 三 ・ 九 世 代 携 帯 電

話 パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス サ ー

ビ ス で あ る も の を 除 く 。 ） を

 

（ イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ

ス の 契 約 を 締 結 し た 者 の 数 及

び 当 該 契 約 に 付 随 し て イ ン タ

ー ネ ッ ト 接 続 サ ー ビ ス の 提 供

を 受 け る 者 の 数 の 合 計 数 を い

う 。 ） が 五 万 以 上 で あ る も の 

Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ

ー ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 八 

Ｄ Ｓ Ｌ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 九 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ ア ク セ ス サ

ー ビ ス 

（ 略 ）  

Ｆ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 

携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ 端

末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接

続 サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・

Ｐ Ｈ Ｓ 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト 接

続 サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気 通

信 事 業 者 

 

 

 

様 式 第 十 一 

携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ パ

ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス

サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・

Ｐ Ｈ Ｓ パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ ス

サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気 通 信

事 業 者 
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ス で あ る も の を 除

く 。 ） 

提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 

三 ・ 九 世 代 携 帯 電 話

端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト

接 続 サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 三 ・ 九 世 代

携 帯 電 話 端 末 イ ン タ ー ネ ッ ト

接 続 サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気

通 信 事 業 者 

様 式 第 十 二 

三 ・ 九 世 代 携 帯 電 話

パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ

ス サ ー ビ ス 
基 地 局 を 設 置 し て 三 ・ 九 世 代

携 帯 電 話 パ ケ ッ ト 通 信 ア ク セ

ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気 通

信 事 業 者 

 

Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 三 

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク

セ ス サ ー ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 四 

Ｉ Ｐ ― Ｖ Ｐ Ｎ サ ー ビ

ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 五 

広 域 イ ー サ ネ ッ ト サ

ー ビ ス 

  

２ 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月

以 内 に 、 同 表 の 報 告 対 象 役 務 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当

該 報 告 年 度 の 通 信 量 等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

加 入 電 話 （ 略 ） 様 式 第 十 六 

総 合 デ ジ タ ル 通 信 サ （ 略 ） 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

  

（ 新 規 ） 

 

 

 

  

Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 二 

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク

セ ス サ ー ビ ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 三 

Ｉ Ｐ ― Ｖ Ｐ Ｎ サ ー ビ

ス 

（ 略 ） 様 式 第 十 四 

広 域 イ ー サ ネ ッ ト サ

ー ビ ス 

  

２ 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月

以 内 に 、 同 表 の 報 告 対 象 役 務 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当

該 報 告 年 度 の 通 信 量 等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 
報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

加 入 電 話 （ 略 ） 様 式 第 十 五 

総 合 デ ジ タ ル 通 信 サ （ 略 ） 
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ー ビ ス 

中 継 電 話 （ 略 ） 
公 衆 電 話 （ 略 ） 

携 帯 電 話 （ 略 ） 様 式 第 十 六 

（ 第 五 表 を 

除 く 。 ） 

Ｐ Ｈ Ｓ （ 略 ）  

Ｉ Ｐ 電 話 （ 当 該 Ｉ Ｐ

電 話 の 提 供 の た め に

電 気 通 信 番 号 規 則 第

九 条 第 一 項 第 一 号 又

は 第 十 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 電 気 通

信 番 号 を 使 用 す る も

の に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 六 

（ 第 一 表 に 

限 る 。 ） 

専 用 役 務 （ 国 内 電 気

通 信 役 務 で あ る も の

に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 七 

３ 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 様 式 第 十 八 及 び 様 式 第

二 十 に よ る も の に つ い て は 毎 報 告 年 度 経 過 後 六 月 以 内 に 、 様 式 第 十

九 に よ る も の に つ い て は 毎 四 半 期 経 過 後 二 月 以 内 に 、 同 表 の 報 告 対

象 役 務 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当 該 報 告 年 度 又 は 当 該 四

半 期 の 通 信 量 等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

ー ビ ス 

中 継 電 話 （ 略 ） 

公 衆 電 話 （ 略 ） 

携 帯 電 話 （ 略 ） 様 式 第 十 五 

（ 第 五 表 を 

除 く 。 ） 

Ｐ Ｈ Ｓ （ 略 ）  

Ｉ Ｐ 電 話 （ 当 該 Ｉ Ｐ

電 話 の 提 供 の た め に

電 気 通 信 番 号 規 則 第

九 条 第 一 項 第 一 号 又

は 第 十 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 電 気 通

信 番 号 を 使 用 す る も

の に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 五 

（ 第 一 表 に 

限 る 。 ） 

専 用 役 務 （ 国 内 電 気

通 信 役 務 で あ る も の

に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 六 

３ 次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 様 式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ り 、 様 式 第 十 七 及 び 様 式 第

十 九 に よ る も の に つ い て は 毎 報 告 年 度 経 過 後 六 月 以 内 に 、 様 式 第 十

八 に よ る も の に つ い て は 毎 四 半 期 経 過 後 二 月 以 内 に 、 同 表 の 報 告 対

象 役 務 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 当 該 報 告 年 度 又 は 当 該 四

半 期 の 通 信 量 等 の 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 
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国 際 電 話 等 （ 略 ） 様 式 第 十 八

及 び 様 式 第

十 九 

専 用 役 務 （ 国 際 電 気

通 信 役 務 で あ る も の

に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 八

及 び 様 式 第

二 十 

（ 伝 送 路 設 備 設 置 状 況 報 告 等 ） 

第 三 条 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第

二 十 一 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 に 、 当 該 伝 送 路 設 備 の 当

該 報 告 年 度 末 の 設 置 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。 

２ そ の 一 端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る

電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二 十 二 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 一 月 以

内 に 、 当 該 伝 送 路 設 備 の 一 端 と 接 続 さ れ る 特 定 移 動 端 末 設 備 の 数 に

つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 用 い る 電 気 通 信 役 務

の 業 務 に 係 る 収 益 報 告 ） 

第 四 条 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 移 動 端 末 設

備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 用 い る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 業 務 を 行

う 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二 十 三 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月

以 内 に 、 当 該 報 告 年 度 の 当 該 業 務 に 係 る 収 益 に つ い て 、 書 面 等 に よ

り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 外 国 政 府 等 と の 協 定 等 の 報 告 ）  

第 五 条 電 気 通 信 事 業 法 第 四 十 条 の 認 可 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、

様 式 第 二 十 四 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 に 、 当 該 報 告 年 度

に 締 結 し 、 又 は 変 更 し た 外 国 政 府 又 は 外 国 人 若 し く は 外 国 法 人 と の

国 際 電 話 等 （ 略 ） 様 式 第 十 七

及 び 様 式 第

十 八 

専 用 役 務 （ 国 際 電 気

通 信 役 務 で あ る も の

に 限 る 。 ） 

（ 略 ） 様 式 第 十 七

及 び 様 式 第

十 九 

（ 伝 送 路 設 備 設 置 状 況 報 告 等 ） 

第 三 条 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第

二 十 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 に 、 当 該 伝 送 路 設 備 の 当 該

報 告 年 度 末 の 設 置 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 

２ そ の 一 端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 設 置 す る

電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二 十 一 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 一 月 以

内 に 、 当 該 伝 送 路 設 備 の 一 端 と 接 続 さ れ る 特 定 移 動 端 末 設 備 の 数 に

つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 特 定 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 用 い る 電 気 通 信 役 務

の 業 務 に 係 る 収 益 報 告 ） 

第 四 条 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 移 動 端 末 設

備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 を 用 い る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 業 務 を 行

う 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二 十 二 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月

以 内 に 、 当 該 報 告 年 度 の 当 該 業 務 に 係 る 収 益 に つ い て 、 書 面 等 に よ

り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 外 国 政 府 等 と の 協 定 等 の 報 告 ）  

第 五 条 電 気 通 信 事 業 法 第 四 十 条 の 認 可 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、

様 式 第 二 十 三 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 二 月 以 内 に 、 当 該 報 告 年 度

に 締 結 し 、 又 は 変 更 し た 外 国 政 府 又 は 外 国 人 若 し く は 外 国 法 人 と の
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間 の 協 定 又 は 契 約 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 
（ 認 定 電 気 通 信 事 業 者 の 会 計 報 告 ）  

第 六 条 認 定 電 気 通 信 事 業 者 （ 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵

政 省 令 第 二 十 六 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 事 業 者 （ 次 項 に お い て 「 電 気

通 信 事 業 会 計 規 則 適 用 事 業 者 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） は 、 毎 事 業 年

度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度 の 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び

様 式 第 二 十 五 の 電 気 通 信 事 業 損 益 報 告 を 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 適 用 事 業 者 で あ る 認 定 電 気 通 信 事 業 者 で あ

つ て 、 認 定 電 気 通 信 事 業 以 外 の 電 気 通 信 事 業 を 行 つ て い る も の は 、

様 式 第 二 十 五 に よ り 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度

の 電 気 通 信 事 業 損 益 報 告 を 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 

 （ 緊 急 通 報 の 取 扱 い に 関 す る 報 告 ） 

第 七 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 一 一 〇 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 警 察 機 関

へ の 通 報 、 一 一 八 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 海 上 保 安 機 関 へ の 通 報 又

は 一 一 九 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 消 防 機 関 へ の 通 報 （ 以 下 「 緊 急 通

報 」 と い う 。 ） の 取 扱 い を 開 始 す る と き は 、 当 該 緊 急 通 報 の 取 扱 い

に 関 す る 事 項 に つ い て 、 様 式 第 二 十 六 に よ り 、 そ の 実 施 前 に 書 面 等

に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 報 告 し た 事 項 を 変 更 す

る と き 又 は 緊 急 通 報 の 取 扱 い を 休 止 若 し く は 廃 止 す る と き も 、 同 様

と す る 。 

 （ 事 故 発 生 状 況 の 報 告 ） 

第 七 条 の 二 電 気 通 信 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 事 故 が 発 生 し た

場 合 は 、 様 式 第 二 十 七 に よ り 、 毎 四 半 期 経 過 後 二 月 以 内 に 、 そ の 発

間 の 協 定 又 は 契 約 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 

（ 認 定 電 気 通 信 事 業 者 の 会 計 報 告 ）  

第 六 条 認 定 電 気 通 信 事 業 者 （ 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵

政 省 令 第 二 十 六 号 ） 第 二 条 に 規 定 す る 事 業 者 （ 次 項 に お い て 「 電 気

通 信 事 業 会 計 規 則 適 用 事 業 者 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） は 、 毎 事 業 年

度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度 の 貸 借 対 照 表 、 損 益 計 算 書 及 び

様 式 第 二 十 四 の 電 気 通 信 事 業 損 益 報 告 を 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 適 用 事 業 者 で あ る 認 定 電 気 通 信 事 業 者 で あ

つ て 、 認 定 電 気 通 信 事 業 以 外 の 電 気 通 信 事 業 を 行 つ て い る も の は 、

様 式 第 二 十 四 に よ り 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度

の 電 気 通 信 事 業 損 益 報 告 を 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。 

 （ 緊 急 通 報 の 取 扱 い に 関 す る 報 告 ） 

第 七 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 一 一 〇 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 警 察 機 関

へ の 通 報 、 一 一 八 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 海 上 保 安 機 関 へ の 通 報 又

は 一 一 九 の 電 気 通 信 番 号 を 用 い た 消 防 機 関 へ の 通 報 （ 以 下 「 緊 急 通

報 」 と い う 。 ） の 取 扱 い を 開 始 す る と き は 、 当 該 緊 急 通 報 の 取 扱 い

に 関 す る 事 項 に つ い て 、 様 式 第 二 十 五 に よ り 、 そ の 実 施 前 に 書 面 等

に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 報 告 し た 事 項 を 変 更 す

る と き 又 は 緊 急 通 報 の 取 扱 い を 休 止 若 し く は 廃 止 す る と き も 、 同 様

と す る 。 

 （ 事 故 発 生 状 況 の 報 告 ） 

第 七 条 の 二 電 気 通 信 事 業 者 は 、 次 の 各 号 に 該 当 す る 事 故 が 発 生 し た

場 合 は 、 様 式 第 二 十 六 に よ り 、 毎 四 半 期 経 過 後 二 月 以 内 に 、 そ の 発
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生 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 事 故 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が

別 に 定 め る 様 式 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。 
一 ～ 三 （ 略 ） 

２ ( 略) 

 （ 電 気 通 信 番 号 に 関 す る 使 用 状 況 報 告 ） 

第 八 条 電 気 通 信 番 号 規 則 第 九 条 第 一 項 各 号 又 は 第 十 条 第 一 項 各 号 に

規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二

十 八 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 指 定 を 受 け た 電 気

通 信 番 号 等 の 当 該 報 告 年 度 末 の 使 用 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総

務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 の 額 及 び 負 担 金 の 額 の 算

定 に 用 い る 電 気 通 信 番 号 数 等 の 報 告 ） 

第 九 条 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 及 び 負 担 金 算 定 等 規

則 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 算 定 規

則 」 と い う 。 ） 別 表 第 十 一 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電

気 通 信 事 業 者 （ 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 で あ

る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 当 該 電 気 通 信 事 業 者

か ら 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し た 法 人 若 し く は 譲 り 受 け た 者 （ 当

該 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 後 遅 滞 な く 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 指 定

を 受 け た 同 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 で あ つ て 、 適

格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 以 外 の 者 に 限 る 。 以 下

こ の 条 に お い て 「 一 部 承 継 事 業 者 等 」 と い う 。 ） は 、 様 式 第 二 十 九

に よ り 、 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 番 号 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に つ い

て は 、 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電

気 通 信 番 号 に 限 る 。 ） の 毎 月 末 の 使 用 状 況 等 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に

生 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 事 故 に つ い て は 、 総 務 大 臣 が

別 に 定 め る 様 式 に よ り 提 出 す る こ と が で き る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

２ ( 略) 

 （ 電 気 通 信 番 号 に 関 す る 使 用 状 況 報 告 ） 

第 八 条 電 気 通 信 番 号 規 則 第 九 条 第 一 項 各 号 又 は 第 十 条 第 一 項 各 号 に

規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式 第 二

十 七 に よ り 、 毎 報 告 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 指 定 を 受 け た 電 気

通 信 番 号 等 の 当 該 報 告 年 度 末 の 使 用 状 況 に つ い て 、 書 面 等 に よ り 総

務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 の 額 及 び 負 担 金 の 額 の 算

定 に 用 い る 電 気 通 信 番 号 数 等 の 報 告 ） 

第 九 条 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 及 び 負 担 金 算 定 等 規

則 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 算 定 規

則 」 と い う 。 ） 別 表 第 十 一 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電

気 通 信 事 業 者 （ 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 で あ

る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 当 該 電 気 通 信 事 業 者

か ら 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し た 法 人 若 し く は 譲 り 受 け た 者 （ 当

該 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 後 遅 滞 な く 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 指 定

を 受 け た 同 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 で あ つ て 、 適

格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 以 外 の 者 に 限 る 。 以 下

こ の 条 に お い て 「 一 部 承 継 事 業 者 等 」 と い う 。 ） は 、 様 式 第 二 十 八

に よ り 、 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 番 号 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に つ い

て は 、 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電

気 通 信 番 号 に 限 る 。 ） の 毎 月 末 の 使 用 状 況 等 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に
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あ つ て は 、 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 月 か ら 算 定 規 則 第 二 十 七 条 第 一

項 に 規 定 す る 最 終 算 定 月 ま で の 月 末 の 使 用 状 況 等 に 限 る 。 ） に つ い

て 、 翌 々 月 の 末 日 ま で に 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 

第 十 条 ・ 第 十 一 条 （ 略 ） 

あ つ て は 、 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 月 か ら 算 定 規 則 第 二 十 七 条 第 一

項 に 規 定 す る 最 終 算 定 月 ま で の 月 末 の 使 用 状 況 等 に 限 る 。 ） に つ い

て 、 翌 々 月 の 末 日 ま で に 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 

第 十 条 ・ 第 十 一 条 （ 略 ） 
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（ 様 式 ） 

改    正    案 現    行 

様式第１・様式第２ （略） 

様式第３（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別契約数 

年  月  日現在  

サービスの種類（細区分）     

                    事業者名        

都 道 府 県 契 約 数 

 三・九世代移動通信システムに係る

もの（ＰＨＳの場合は、記載を要し

ない。） 

  

  

  

  

  

  

合    計  

  

参考事項  

  
 

注１ 携帯電話及びＰＨＳごと（契約約款等において細区分がある場合には、その

細区分ごと）に別葉とすること。 

２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務契約によりサービスを提供して

いる場合には、最終利用者に付与している電気通信番号の数を自らの契約数と

して含めること。 

 ３ 自ら提供する携帯電話又はＰＨＳに係る仮想移動電気通信役務提供事業者

（その一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続す

る利用者に対し、当該移動端末設備を用いることにより利用される電気通信役

務を提供する電気通信事業者（当該電気通信役務に係る基地局を設置又は運用

する者を除き、当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者に限

る。）をいう。以下同じ。）がある場合には、「参考事項」の欄に当該仮想移

様式第１・様式第２ （略） 

様式第３（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別契約数 

年  月  日現在  

サービスの種類（細区分）     

                    事業者名         

都 道 府 県 

 

 

 

契 約 数 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

合  計 

 

 

 

注１ 携帯電話及びＰＨＳごと（契約約款等において細区分がある場合には、その

細区分ごと）に別葉とすること。 

 ２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務契約によりサービスを提供して

いる場合には、最終利用者に付与している電気通信番号の数を自らの契約数と

して含めること。 

 （新設） 
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動電気通信役務提供事業者の数及び契約数の合計数をそれぞれ記載すること。 

 ４ 注３に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の

欄にその内容を記載すること。 

 ５ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

 ６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

 

 

 

 ３ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

 ４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第４～様式第 10 （略） 様式第４～様式第 10 （略） 

様式第 11（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

契 約 数 

年  月  日現在  

サービスの種類 携帯電話・ＰＨＳ端末インターネット接続サービス及び 

        携帯電話・ＰＨＳパケット通信アクセスサービス 

                    事業者名         

サービスの種類 

携帯電話・ＰＨＳ端末 

インターネット接続サービ

ス 

携帯電話・ＰＨＳパケット

通信アクセスサービス 

契約数   

参考事項   
 

注１ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務によりサービスを提供している場合

には、最終利用者に付与している電気通信番号の数を自らの契約数として含めるこ

と。 

 ２ 自ら提供する携帯電話・ＰＨＳ端末インターネット接続サービス又は携帯電話・

ＰＨＳパケット通信アクセスサービスに係る仮想移動電気通信役務提供事業者があ

る場合には、「参考事項」の欄に、当該仮想移動電気通信役務提供事業者の数及び

契約数の合計数をそれぞれ記載すること。  

 ３ 注２に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄に

その内容を記載すること。 

 ４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 11（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

契 約 数 

年  月  日現在  

サービスの種類 携帯電話・ＰＨＳ端末インターネット接続サービス及び 

        携帯電話・ＰＨＳパケット通信アクセスサービス 

                    事業者名         

サービスの種類 

携帯電話・ＰＨＳ端末 

インターネット接続サービ

ス 

携帯電話・ＰＨＳパケット

通信アクセスサービス 

契約数   

参考事項  
 

注１ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務によりサービスを提供している場合

には、最終利用者に付与している電気通信番号の数を自らの契約数として含めるこ

と。 

 （新設） 

 

 

 

２ 注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄にその内容を記載すること。 

 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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様式第 12（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

契 約 数 

年  月  日現在  

サービスの種類 三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービス及び 

        三・九世代携帯電話パケット通信アクセスサービス 

                    事業者名         

サービスの種類 

三・九世代携帯電話端末 

インターネット接続サービ

ス 

三・九世代携帯電話パケッ

ト通信アクセスサービス 

契約数   

参考事項   
 

注１ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務契約によりサービスを提供している

場合には、最終利用者に付与している電気通信番号の数を自らの契約数として含め

ること。 

 ２ 自らの提供する三・九世代携帯電話端末インターネット接続サービス又は三・九

世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る仮想移動電気通信役務提供事業

者がある場合には、「参考事項」の欄に、当該仮想移動電気通信役務提供事業者の

数及び契約数の合計数をそれぞれ記載すること。   

 ３ 注２に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄に

その内容を記載すること。 

 ４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

（新設） 
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様式第 13（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別契約数 

年  月  日現在  

サービスの種類 ＢＷＡアクセスサービス 

                    事業者名         

都  道  府  県 契  約  数 

  

  

  

  

合  計  

参考事項  
 

注１ 契約数には、継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービ

ス（プリペイドカードにより課金を行うサービスを含む。）の契約者は含めない

ものとする。 

２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務により又は他の電気通信事業者と

の電気通信設備の接続によりサービスを提供している場合には、当該電気通信事

業者の契約数を自らの契約数として含めること。 

３ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

４ 自ら提供するＢＷＡアクセスサービスに係る仮想移動電気通信役務提供事業者

がある場合には、「参考事項」の欄に当該仮想移動電気通信役務提供事業者の数

及び契約数の合計数をそれぞれ記載すること。 

５ 注４に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄

にその内容を記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 12（第２条第１項関係） 

電気通信役務契約等状況報告 

都道府県別契約数 

年  月  日現在  

サービスの種類 ＢＷＡアクセスサービス 

                    事業者名        

都  道  府  県 契  約  数 

  

  

  

  

合  計  

参考事項  
 

注１ 契約数には、継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービ

ス（プリペイドカードにより課金を行うサービスを含む。）の契約者は含めない

ものとする。 

 ２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務により又は他の電気通信事業者と

の電気通信設備の接続によりサービスを提供している場合には、当該電気通信事

業者の契約数を自らの契約数として含めること。 

３ 「都道府県」の欄は、必要に応じ、適宜増減すること。 

 

 

 

４ 注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の欄にその内容を記載するこ

と。 

５ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 14～様式第 29 （略） 様式第 13～様式第 28 （略） 

   附 則 



 一 五 
 

 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 報 告 期 限 が 平 成 二 十 二 年 一 月 一 日 以 降 で あ る 報 告 か ら 適 用 す る 。 


